
 

保護者各位  

                            県立島尻特別支援学校  

                              校 長 中山 充雄  

                                 （公印省略） 

 冬休みの過ごし方  

◇冬休み期間  令和５年１２月２６日（火）～令和５年１月５日（金） 

◇３学期始業式  
 

 令和５年   １月  ９日（火）    登下校・・・平常通り 

 みなさん、いよいよ冬休みが始まります。 

健康な体で過ごせるよう気をつけて楽しい冬休みにしましょう。  

 

１．規則正しい生活について 

 ○早寝（夜９時）、早起き（朝６時）をしましょう。  

 ○食べ過ぎ、飲み過ぎに注意しましょう。 

 ○手洗い・うがい・はみがきをしっかりしましょう。  

（感染症対策）  

 ○テレビやゲーム、スマホ等は時間を決めましょう。  

 ○年末の大そうじ、お正月の準備など、進んで手伝いをしましょう。  

 

２．学習について 

  ○時間を決めて、毎日勉強をしましょう。  

  ○たくさん本を読みましょう。  

 

３．交通安全について 

 ○道路は右側を歩きましょう。  

 ○歩道を歩きましょう。  

 ○信号を守りましょう。  

 ○横断歩道は信号と、左右を確認してから渡りましょう。  

 ○道路へは急に飛び出さないようにしましょう。  

 ○自転車での遠出はやめましょう。  

 

４．その他の安全と遊びについて  

○外出するときは、家の人と出かけましょう。家の人と行けない場合は、必ず家の  

人に行き先や時間などを伝えましょう。  

○知らない人に声をかけられても、絶対について行ってはいけません。  

○明るいうちに家に帰りましょう。  

○道路上では遊ばないようにしましょう。また、子どもたちだけでの川・池・海で  

の遊びは危険です。絶対にしないようにしましょう。  

 

○万一、事故があった場合は速やかに学校もしくは担任・担当に連絡してください。 

 

 



５．その他  

 ○アルバイトは原則として禁止です。  

 ○車やオートバイの運転は絶対にしてはいけません。  

 ○携帯電話による事件に巻きこまれないようにしましょう。  

○髪を染めたりしないようにしましょう。  

（休み明けに黒染めをしてもらうことになります）  

○子どもだけの夜の外出はしないようにしましょう。  

  

 

 

 

６．いよいよお正月  

 ○新しい年をむかえ、一年の計画を立てましょう。  

 ○お年玉は、無駄遣いせず、計画を立てて使いましょう。  

        ◎連絡先  島尻特別支援学校 TEL  098-998-8240 

                                    FAX  098-998-7655      

             

 

              よいお年をお迎えください 

保護者は、正当な理由がある場合のほか、深夜（午後 10 時から翌日の午前の 4

時までをいう。）に青少年のみで外出させないように努めなければならない。  

沖縄県青少年保護育成条例第 9 条（深夜外出の制限）  


